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神奈川県子ども・子育て支援推進条例の改正について 

 

１ 条例の概要 

 (1) 概要 

  ○ 神奈川県子ども・子育て支援推進条例（平成 19 年 10 月１日施行）では、子ども・子育て

支援に係る基本理念や県・事業者・県民等の責務、子ども・子育て支援を推進するための基本

となる事項を定めるとともに、県による子ども・子育て支援に関する具体的な取組みについ

て規定している。 

 

 (2) 構成（条例全文については４頁～６頁参照） 

条 見出し 規定の概要 

第１～３条 目的、定義、基本理念 条例の目的、用語の定義、基本理念を規定 

第４～７条 県の責務 等 県、事業者、子ども・子育て支援機関等、県民の責務 

第８条 推進体制の整備 子ども・子育て支援の推進のための体制整備 

第９条 
生命の尊厳等についての

教育の充実 

生命の尊厳、人権尊重及び子育てに関する教育の充実

に取り組む旨規定 

第 10 条 
子どもの安全な生活等の

確保のための支援 

安全な生活及び健康の確保のための教育の充実や学習

の機会の提供等を行う旨規定 

第 11 条 
子どもの人権侵害に対す

る措置 

いじめ、虐待等の子どもの人権侵害の予防等に必要な

措置を講ずる旨規定 

第 12 条 
養護を必要とする子ども

の福祉の充実等 

養護を必要とする子どもの福祉の充実と自立等に必要

な措置を講ずる旨規定 

第 13 条 子育て家庭に対する支援 
子育て家庭に対して、子育ての負担の軽減を図るため

に必要な措置を講ずる旨規定 

第 14 条 
職業生活と家庭生活の両

立のための措置 

仕事と子育ての両立が図られるようにするために必要

な措置を講ずる旨規定 

第 15～17 条 
基準に適合する事業者の

認証等 

基準に適合する事業者をかながわ子育て応援団として

認証する旨規定 

第 18 条 
子ども・子育て支援を行っ

ている事業者への配慮 

子ども・子育て支援を行っている事業者に対して、優

先的な取扱い等の措置を講ずるよう努める旨規定 

第 19 条 
事業者及び子育て支援機

関等に対する支援 

事業者等が子ども・子育て支援を推進できるよう、必

要な支援を行う旨規定 

第 20 条 表彰 
子ども・子育て支援の推進に寄与したものの表彰に努

める旨規定 

第 21 条 
かながわ子ども・子育て支

援月間 
８月を子育て支援月間とする旨規定 

第 22 条 報告書の作成及び公表 
毎年、施策の実施状況を明らかにした報告書を作成し、

公表する旨規定 

第 23 条 県民の意見の反映 
施策に県民意見を反映できるように必要な措置を講ず

る旨規定 

第 24 条 委任 条例の施行に関して必要な事項は規則で定める旨規定 
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２ 改正について 

 (1) 条例の見直し 

  ○ 県では、条例を常に時代に合致したものとすることを目的として、「神奈川県条例の見直し

に関する要綱」を制定し、原則５年ごとに条例の見直しを行うこととしている。 

  ○ 子ども・子育て支援推進条例について、平成 29 年９月末をもって施行後 10 年を経過した

ことから、当該要綱に基づく見直し作業（改正又は廃止の要否の検討）を行った。 

  ○ なお、見直しにあたっては、前回見直し（平成 25年度）以降の関係法令等の施行・改正状

況（※）や社会環境の推移、子育て関係団体等への意見照会結果を踏まえ、検討を行った。 

    ※ 子どもの貧困対策の推進に関する法律（H26.1）、子ども・子育て支援法（H27.4）の施行 

      次世代育成支援対策推進法（H27.4）、児童福祉法（H28・H29）の改正 

      持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の国連サミット採択（H27.5） 

 

 (2) 見直し結果（結果概要については、３頁及び参考資料２を参照） 

見直し結果 改正を検討する。 

理由 

○ 県として子どもの貧困対策を推進する旨を明確に示し、取組みの実効性や

継続性を担保するため、条例への位置づけを検討する必要がある（※１）。 

○ また、次世代育成支援対策推進法の改正を踏まえ、従業員のための子ども・

子育て支援を制度化している事業者の認証に係る規定を整理するため、条例

の改正を検討する必要がある（※２）。 

  ※１ 子どもの貧困対策の条例への位置づけについて 

    ○ 「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が平成 26年１月に施行されるなど、全国的

に子どもの貧困対策の重要性が強く認識されている中、県でも「神奈川県子どもの貧困

対策推進計画」を平成 27年３月に策定し、取組みを進めている。 

    ○ 一方、子ども・子育て支援推進条例では、第９条～第 14 条において、県による子ども・

子育て支援に関する具体的な取組みについて規定を設けているが、子どもの貧困対策に

関する直接的な規定はない。 

    ○ このため、県として子どもの貧困対策を推進する旨を改めて明確に示すとともに、取

組みの実効性や継続性を担保するため、条例への位置づけを検討する。 

 

  ※２ 子ども・子育て支援を制度化している事業者の認証に係る規定の整理について 

    ○ 県では、子ども・子育て支援推進条例第 15 条に基づき、次世代育成支援対策推進法に

規定する一般事業主行動計画の届出を行っていることなど、一定の基準に適合する事業

者を「かながわ子育て応援団」として認証している。 

    ○ 同法の改正により、一定の基準を満たし、厚生労働大臣の認定を受けた事業者（プラ

チナくるみん認定事業者）については、一般事業主行動計画の届出義務が免除された。 

    ○ このため、プラチナくるみん認定事業者については、一般事業主行動計画を策定して

いない場合も子育て応援団として認証できるよう、条例の規定を整理する。 

 

 (3) 条例の改正時期 

  ○ 今後、具体的な改正内容を検討し、来年度中に改正に係る議案を県議会へ提出予定。 
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条 例 名 神奈川県子ども・子育て支援推進条例 

施 行 日 平成 19 年 10 月１日 

所 管 室 課 福祉子どもみらい局子どもみらい部次世代育成課 

条 例 の 概 要  子ども・子育て支援について、基本理念を定め、並びに県、事業者、子ども・

子育て支援機関等及び県民の責務を明らかにするとともに、子ども・子育て支

援を推進するための基本となる事項を定めている。 

検 

 

 

 

 

 

 

討 

視  点 検  討  内  容 

必要性 

 

 少子化の進行とともに、核家族化、共働き家庭の増加、働き方の多様化、地

域のつながりの希薄化など、子育てをめぐる環境が大きく変化する中、県民が

安心して子どもを生み育てられるための環境整備の必要性は以前にも増して高

まっており、今後も必要な条例である。 

有効性  本条例に基づき、県による子ども・子育て支援に関する取組みが着実に進め

られているとともに、事業者や団体等による自主的な取組みの促進が図られて

おり、有効に機能している。 

 ただし、平成 26 年１月に「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が施行さ

れるなど、全国的に子どもの貧困対策の重要性が強く認識されている中、県と

して子どもの貧困対策を推進していく旨を明確に示し、取組みの実効性や継続

性を担保するため、条例への位置づけを検討する必要がある。 

 また、平成 27 年４月の「次世代育成支援対策推進法」の改正を踏まえ、従業

員のための子ども・子育て支援を制度化している事業者の認証に係る規定を整

理するため、条例の改正を検討する必要がある。 

効率性  本条例に基づき、県による子ども・子育て支援施策が総合的に展開されると

ともに、事業者の認証制度、表彰、子ども・子育て支援月間などの枠組みの下、

事業者や団体等による子ども・子育て支援の取組みの活性化が図られるなど、

効率的な内容になっている。 

基本方針適合性  本条例は、「かながわグランドデザイン（基本構想）」が掲げる「子ども・子

育てを支える社会環境の整備」や「支援を必要とする子ども・家庭への対応」

など、子ども・子育て支援を推進するためのものであり、県政の基本方針に適

合している。 

適法性  本条例は、子ども・子育て支援について、基本理念を定め、並びに県、事業

者、子ども・子育て支援機関等及び県民の責務を明らかにするとともに、子ど

も・子育て支援を推進するための基本となる事項を定めるものであり、憲法、

法令に抵触するものではない。 

その他  

見

直

し

結

果 

１ 改正・廃止及び運用の改善等の必要はない。 

２ 改正・廃止の必要はない。運用の改善等を検討する。 

３ 改正を検討する。運用の改善等の必要はない。 

４ 改正及び運用の改善等を検討する。 

５ 廃止を検討する。 

 

理 由 等 

 県として子どもの貧困対策を推進す

る旨を明確に示し、取組みの実効性や

継続性を担保するため、条例への位置

づけを検討する必要がある。 

 また、次世代育成支援対策推進法の

改正を踏まえ、従業員のための子ども・

子育て支援を制度化している事業者の

認証に係る規定を整理するため、条例

の改正を検討する必要がある。 

 

現在でも必要

な条例か。 

現行の内容で

課題が解決で

きるか。 

現行の内容で

効率的といえ

るか。 

県政の基本的

な方針に適合

しているか。 

憲法、法令に

抵 触 し な い

か。 

【条例の見直し結果概要】 
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神奈川県子ども・子育て支援推進条例 

 

（目的） 

第１条 この条例は、急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化にかんがみ、

子ども・子育て支援について、基本理念を定め、並びに県、事業者、子ども・子育て支援機関等及

び県民の責務を明らかにするとともに、子ども・子育て支援を推進するための基本となる事項を

定めることにより、子どもの安全な生活が確保されるとともに、子どもが健やかに生まれ、かつ、

育つことができ、及び県民が安心して子どもを生み、育てることができる環境の整備を図り、も

って県民生活の向上及び地域社会の持続的な発展に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 (1) 子ども・子育て支援 子どもの人権が尊重されるための措置、子ども及び子どもを生み、育

てる家庭に対する支援、県民の職業生活と子どもを生み、育てるための家庭生活との両立が図

られるようにするための取組その他子どもの安全な生活が確保されるとともに、子どもが健や

かに生まれ、かつ、育つことができるようにするための取組をいう。 

 (2) 子ども・子育て支援機関等 子ども・子育て支援を行う児童福祉施設、教育機関その他の関

係機関及び民間の団体をいう。 

（基本理念） 

第３条 子ども・子育て支援は、子どもの国籍、性別、障害の有無等を問わず、その人権を尊重する

とともに、子どもが権利の主体として、自他を敬愛し、個人の価値を尊重して、その能力を伸ば

し、自主及び自立の精神を養い、並びに学習、体験等を通じて人格を形成することを旨として推

進されなければならない。 

２ 子ども・子育て支援は、結婚、出産及び子育てに関する個人の価値観を尊重して推進されなけ

ればならない。 

３ 子ども・子育て支援は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するとの認

識の下に、家庭その他の場における生活を尊重して推進されなければならない。 

４ 子ども・子育て支援は、次代の社会を担う子どもを生み、育てることに真に誇りと喜びを感じ

ることができる社会の実現が重要な意義を有することにかんがみ、県、事業者、子ども・子育て

支援機関等及び県民が相互に連携し、及び協力して推進されなければならない。 

（県の責務） 

第４条 県は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、子ども・子育て支

援に関する総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

２ 県は、市町村が行う子ども・子育て支援に関する施策の推進に関し、必要な支援及び広域的な

見地からの調整を行うよう努めるものとする。 

３ 県は、事業者、子ども・子育て支援機関等及び県民の自主的かつ積極的な子ども・子育て支援を

推進するため、情報の提供、啓発活動その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。 

（事業者の責務） 

第５条 事業者は、基本理念にのっとり、子ども・子育て支援についての理解を深め、子どもを生

み、育てる者が充実した職業生活を営みつつ豊かな家庭生活を享受することができるよう従業員

を対象とする子ども・子育て支援を推進するとともに、県が実施する子ども・子育て支援に関す

る施策に協力するよう努めるものとする。 

 

 

【条例全文】 
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（子ども・子育て支援機関等の責務） 

第６条 子ども・子育て支援機関等は、基本理念にのっとり、子ども・子育て支援に関する専門的な

知識及び経験を生かし、子ども・子育て支援を推進するとともに、県が実施する子ども・子育て

支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。 

（県民の責務） 

第７条 県民は、基本理念にのっとり、子ども・子育て支援の重要性についての関心と理解を深め

るとともに、県が実施する子ども・子育て支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。 

（推進体制の整備） 

第８条 県は、市町村、事業者、子ども・子育て支援機関等及び県民と連携し、及び協働して、子ど

も・子育て支援に関する施策の総合的かつ広域的な推進を図るための体制を整備するものとする。 

（生命の尊厳等についての教育の充実） 

第９条 県は、生命の尊厳、子どもの人権尊重の重要性及び子育ての意義について、子どもの関心

と理解を深めるよう教育の充実に取り組むものとする。 

（子どもの安全な生活等の確保のための支援） 

第10条 県は、子ども自身が安全な生活及び心身の健康を確保していくための教育を充実し、及び

子ども、父母その他の保護者等に対し学習の機会の提供その他必要な支援を行うものとする。 

（子どもの人権侵害に対する措置） 

第11条 県は、いじめ、虐待等の子どもの人権侵害の予防、子どもの人権侵害に関する相談体制の

整備、子どもの人権侵害状況の改善のための助言、指導及び調査その他必要な措置を講ずるもの

とする。 

（養護を必要とする子どもの福祉の充実等） 

第12条 県は、養護を必要とする子どもの福祉の充実と自立を支援するために、児童養護施設、里

親その他の家庭に代わって子どもを養育するものの役割に対する理解の促進、専門的な人材育成

の支援その他必要な措置を講ずるものとする。 

（子育て家庭に対する支援） 

第13条 県は、子どもを生み、育てる家庭に対して、子育ての負担の軽減を図るため、必要な知識の

普及、情報の提供、専門的な相談の実施その他必要な支援を行うものとする。 

（職業生活と家庭生活の両立のための措置） 

第14条 県は、県民の職業生活と子どもを生み、育てるための家庭生活との両立が図られるように

するため、子どもを生み、育てる者の雇用の継続を図るための制度の普及、保育等に係る体制の

整備その他必要な措置を講ずるものとする。 

（基準に適合する事業者の認証等） 

第15条 知事は、事業者からの申請に基づき、規則で定めるところにより、当該事業者について、育

児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第76号）

第２条第１号に規定する育児休業に関する事項について就業規則その他これに準ずるものに規定

していること、次世代育成支援対策推進法（平成15年法律第120号）第12条第１項の規定により、

同項に規定する一般事業主行動計画の届出を行い、かつ、インターネットの利用その他の方法に

より公表していることその他の規則で定める基準に適合するものである旨の認証を行うことがで

きる。 

２ 知事は、前項の認証をしたときは、当該認証の申請をした事業者に対し、認証証明書を交付す

るとともに、規則で定めるところにより、当該事業者が行う子ども・子育て支援に関する事項で

規則で定めるもの（以下「登録事項」という。）を規則で定める登録簿に登録するものとする。 

３ 知事は、前項の登録簿を一般の縦覧に供さなければならない。 
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（変更の届出等） 

第16条 前条第１項の規定による認証を受けた事業者（次条において「認証事業者」という。）は、

登録事項に変更があったときは、遅滞なく、当該変更に係る事項を知事に届け出なければならな

い。 

２ 知事は、前項の規定による届出があったときは、前条第２項の登録簿につき、当該届出に係る

登録事項を変更しなければならない。 

（認証の取消し等） 

第17条 知事は、認証事業者が第15条第１項に規定する基準に適合しなくなったと認めるときは、

同項の認証を取り消すことができる。 

２ 知事は、前項の規定により認証を取り消したときは、第15条第２項の登録簿につき、当該取消

しを受けた事業者の登録事項を抹消しなければならない。 

（子ども・子育て支援を行っている事業者への配慮） 

第18条 県は、従業員のための子ども・子育て支援を行っていると認められる事業者に対して、県

の事業の実施に当たっては、優先的な取扱い等の措置を講ずるよう努めるものとする。 

（事業者及び子ども・子育て支援機関等に対する支援） 

第19条 県は、事業者及び子ども・子育て支援機関等が、適切かつ効果的に子ども・子育て支援を推

進できるよう、情報の提供、助言、研修の機会の提供その他必要な支援を行うものとする。 

（表彰） 

第20条 県は、子ども・子育て支援の推進に寄与したものの表彰に努めるものとする。 

（かながわ子ども・子育て支援月間） 

第21条 県は、事業者、子ども・子育て支援機関等及び県民による子ども・子育て支援を推進するた

め、かながわ子ども・子育て支援月間を設ける。 

２ かながわ子ども・子育て支援月間は、８月とする。 

３ 県は、かながわ子ども・子育て支援月間には、その趣旨にふさわしい活動を実施するものとす

る。 

（報告書の作成及び公表） 

第22条 知事は、毎年、子ども・子育て支援に関する施策の実施状況を明らかにした報告書を作成

し、及び公表するものとする。 

（県民の意見の反映） 

第23条 県は、県の子ども・子育て支援に関する施策に、県民の意見を反映することができるよう

に必要な措置を講ずるものとする。 

（委任） 

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

附 則 

１ この条例は、平成19年10月１日から施行する。 

２ 知事は、この条例の施行の日から起算して５年を経過するごとに、この条例の施行の状況につ

いて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

附 則（平成20年７月22日条例第40号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 


